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１．第２回委員会の主なご意見

（料金改定の検討・５年間の料金の在り方）

（改定率・答申案骨子）
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１－１．主なご意見（料金改定の検討・５年間の料金の在り方）

・下水道事業は黒字なので値上げを見送る件も理にかなっている。上下水道料金を併せて支

払っている市民目線で考えて、上下水道料金を併せての値上げ率を検討するというのもわかり

やすい。

・前回委員会（R３年度）での議論の中で、水道料金の値上げは致し方ないとの結論となったが

見送った経過がある。水道事業の経営実態として数字も悪く、料金改定を急いだほうがよいと思

う。

・第１回委員会での資料を見ると水道事業は今後赤字が続く見込みとなっている。これから先の

ことを考えると、最低限の留保資金を確保できるように料金改定をする必要がある。
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付属資料１



１－２． ５年間の料金のあり方の検討結果
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＜個別料金のあり方【再掲】＞



１－３．上下水道合算改定率【再掲】
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A案 現行料金

B案（水道36%UP・下水道据置） 17%

C案（水道43%UP・下水道据置） 20%

D案（水道49%UP・下水道据置） 23%

＜検討方針＞

大多数の利用者は「水道・下水道料金」の区別なく「上下水道料

金」としてご負担いただいているため、一体的な料金（合算）の改定

として検討する。
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１－５．主なご意見（改定率・答申案）

・親、祖父母としての立場からすると、次世代への負担はできるだけ減らしたい。

・経済成長時に布設された多くの管が、更新時期を迎え、水害や地震等の災害や事故を通じ、

料金値上げは仕方ないというのが世間の共通認識であると考える。

・値上げに対する基準を一般的な見方で考えると、孫の代まで末永く安定した供給を望むという

より、当面の間安定供給が出来て、将来への備えができればよいのではないか。C案（合算改

定率20％）が世の中の考える方向性ではないかと考える。

・今回の値上げ幅が大きいのも、令和３年度の見直し時に値上げしなかったことが原因の一つ

ではないか。

・水を多く使う事業者への施策等、今まで委員会では決められなかったようなことを議会に投げ

かけるといった、柔軟な対応もしていければよい。
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１－６．主なご意見（経営改善・料金改定）

・管が50年もたないために、非常に多くの漏水が発生しているという話をきく。本当に管の耐用
年数を50年～60年と考えて、資産維持費の％を考えてもよいのか。

・野洲川と日野川にはさまれた中洲エリアの野洲市は、振動に弱い可能性があることも考慮す
ると、備えは多くしておいたほうがよい。

→耐用年数について、50年～60年として運用している市町が多いが、単純に耐用年数だけで
管の管理を行う時代ではなく、野洲市でも次回事業計画を算定する際、AI等の技術が使われる
のではないか。（学識委員）

→資産維持費については、計画が立てにくい。10年前、今ほど物価高が進むと予測されてい
なかった。今後デフレになることは考えにくく、さらにインフレが進むことを前提に資産維持費を
見込んだ方が健全な経営になると考えられる。国交省が目標とする３％について、各市町が財
政状況にあわせ、維持率を考えていけばよい。（学識委員）
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１－７．主なご意見（改定率・答申案）

・資産維持費に関して、国の示した目標である３％とすると、野洲市でいうと３億円という大きな

数字になる。Ｃ案、Ｄ案である０．５～１％の資産維持費を見込むのがよいのではないか。

・ D案がよいのかと思うが、様々な立場・観点を踏まえて検討する必要がある。工業会としての

立場で考えると、料金値上げは、水道使用量の多い企業にとって大変な負担となる。どのように

説明していくかが課題である。野洲市の現状を説明し、理解を求めたい。

・資産維持費の必要性を重く感じる。市民の意見を伺う議会の場では、改定率が抑えられる可

能性もあるため、当初はある程度高めの案を示しておくことも検討すべきと考える。例えば、上

下水道料金合算改定率は、２３％（D案）以上で考えていってはどうか、といった提案をし、判断

は議会に委ねるのはどうか。

・議会で議論されることを考慮すると、委員会としては将来の安心・安全を確保するために頑張

れるだけ頑張って答申を出した方がよい。
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１－８． 改定率・答申案の検討結果
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２．答申案の確認
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２－１．答申案の確認【再掲】
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本市の上下水道料金は、合併（平成１６年１０月）後の平成１８年度に両町の料金統一のた
めに改定を行った。

その後、水道料金は昭和40年代の高度成長時代期に建設された施設の老朽化対策や地
震等の災害に強い施設整備等を進めるため、平成２９年度に１４％値上げの改定を行ったが、
令和３年度の答申では、改定に向けた意見も出されたものの、据置とされた経緯がある。
一方、下水道料金は平成18年度以降の改定は行っていない。

このような中、上下水道施設の老朽化に対応するための更新・耐震化費用、人口減少によ
る料金収入の減少や物価上昇などにより経営状況は悪化しており、今後の安定した事業運
営を確保するため料金改定の検討を行った。  

変更



２－２．答申案の確認【再掲】
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２－３．答申案の確認【再掲】
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大多数の利用者は「水道・下水道料金」の区別なく「上下水道料金」としてご負担いただい
ているため、一体的な料金（合算）の改定として検討した。
なお、個別料金の考え方は次のとおりである。

＜水道料金＞
水需要の減少を背景に水道料金収入が減少する中、将来にわたる持続可能な水道の実
現に向けて、大規模地震などに備えた水道施設整備等を着実に進めるため、諮問期間（令
和９年度から令和１３年度の５年間）において料金の改定を行うこと。
＜下水道料金＞
使用料収入は減少しているものの、１０年後（令和１６年度まで）まで当年度純利益が確
保される見込みであること、また、物価高騰が続いている中で水道料金と同時に値上げを
することは市民生活の負担が過大になるおそれがあるため、現行のとおり（据置）とするこ
と。



２－４．答申案の確認【再掲】
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２－５．答申案の確認【再掲】
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３．今後のスケジュール
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３－１．これまでの検討経過
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３－２．これまでの検討経過
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３－３．会議の報告・公開等
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３－４．今後のスケジュール（予定）
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